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２．神戸大学学生健康診断規程 
 

（趣  旨） 

第 1 条 この規程は，神戸大学の学生に対する健康診断及び事後措置等について定めるものとする。 

（実施機関） 

第 2条 健康診断は，ダイバーシティ＆ヘルスケアセンター保健管理部門(以下「保健管理部門」と

いう)が行う。 

（健康診断の種類） 

第 3条 健康診断は，定期健康診断及び臨時健康診断とする。 

2 定期健康診断は，毎学年定期に行うものとする。 

3 臨時健康診断は，保健管理部門長が必要と認めたときに行うものとする。 

（受診の義務） 

第 4条 学生は，健康診断を受けなければならない。 

2 学生は，健康診断を受けなかったときは，保健管理部門長の定める期間内に，当該健康診断と同等

の実施項目を含む健康診断証明書を保健管理部門に提出しなければならない。 

3 前項の規定による健康診断証明書を提出できないときは，保健管理部門長に申し出て指示を受け

なければならない。 

（健康診断の結果の区分及び通知） 

第 5条 保健管理部門長は，健康診断の結果を別表により区分し，学部長等（各学部長及び各研究科

長をいう。以下同じ。）に通知するとともに， 学生に通知するものとする。ただし，疾病のない者

については，学生への通知を省略することができる。 

（事後措置） 

第 6条 学部長等は，健康診断の結果，疾病のため生活規正又は治療を要する者があるときは，保健

管理部門長と協議の上，当該学生の健康回復に必要な指導を行わなければならない。 

2 健康診断の結果，疾病のある者は，前項の指導に従わなければならない。 

（復学時の受診） 

第 7条 疾病のため休学中の者が復学しようとするときは，学部長等を経て，保健管理部門長に申し

出て，健康診断を受けなければならない。 

（証明書の発行） 

第 8条 第 3 条の健康診断を受けた者が，健康診断証明書を必要とするときは，これを発行すること

がある。 

 

附  則 

この規程は，平成 16 年 4月 1 日から施行する。  

 

附  則 

 この規程は，令和 4年 4月 1日から施行する。 
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判  定  区  分 

生
活
規
制
の
面 

A（要休業） 授業を休む必要のあるもの 

B（要軽業） 授業に制限を加える必要のあるもの 

C（要注意） 授業をほぼ平常に行ってもよいもの 

D（健 康） 全く平常の生活でよいもの 

医
療
の
面 

1（要医療） 医師による直接の医療行為を必要とするもの 

2（要観察） 

医師による直接の医療行為を必要としないが，定期的に医 

師の観察指導を必要とするもの 

3（健 康） 医師による直接又は間接の医療行為を全く必要としないもの 

別 表 
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３．神戸大学授業料免除及び徴収猶予取扱規程 
 
 

第 1章 総 則 

（趣  旨） 

第 1条 この規程は，神戸大学教学規則（平成 l6年 4月 1 日制定。以下「教学規則」という。）第 5l

条第 2 項及び第 52 条第 2 項（教学規則第 72 条において準用する場合を含む。）の規定に基づき，

神戸大学（以下「本学」という。）の授業料の免除並びに徴収猶予及び月割分納（以下「授業料の免

除等」という。）の取扱いについて定めるものとする。 

2 大学等における修学の支援に関する法律（令和元年法律第 8 号。以下「法」という。）に基づく授

業料の免除等については，関係法令の定めるところによる。 

（対象者） 

第 2条 授業料の免除等の対象となる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

(1)  本学の学部の学生(特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生及び専攻

生を除く。以下同じ。)及び乗船実習科の学生のうち，令和元年度前期又は後期の授業料の免除

等において，全額又は半額免除を受けた者で，法に基づく支援制度（以下「新制度」とい

う。）に申請を行った者（新制度による支援の対象とならないことが明らかで申請を行わなか

った者を含む。）のうち，授業料の免除等を希望する者 

(2) 本学の大学院の学生(特別聴講学生，特別研究学生，科目等履修生，聴講生，研究生及び専

攻生を除く。以下同じ。) 

（申請及び許可） 

第 3条 授業料の免除等を受けようとする者（授業料の徴収猶予を受けようとする場合であって，学

生が行方不明であるときは，学生に代わる者）は，各期（教学規則第 50 条第 1 項に規定する前期

及び後期をいう。以下同じ。）ごとに学長に申請しなければならない。ただし，医学部（1年次生を

除く），海洋政策科学部（1 年次生を除く），医学研究科，保健学研究科，海事科学研究科又は乗船

実習科（以下「医学部等」という。）に所属する者は，医学部等の長を経て学長に申請しなければな

らない。 

2 学長は，前項の規定による申請があったときは，神戸大学学生委員協議会（以下「学生委員協議

会」という。）の議を経て当該期分の授業料の免除等を許可することができる。 

（免除実施可能額，選考基準及び実施要項） 

第 4条 授業料の免除等の免除実施可能額，選考基準及び実施要項は，別に定める。 

（申請者に係る授業料） 

第 5条 授業料の免除等の申請者は，授業料の免除等の許可又は不許可の決定がなされるまで間， 

当該授業料の納付を要しない。 

 

第 2章 授業料の免除 

（経済的理由による免除） 

第 6条 学生が経済的理由により授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が優秀であると認

められる場合は，授業料の全額又は半額を免除することができる。 

2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，各期ごとの所定の日までに次の書類をも

って申請しなければならない。 
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(1) 授業料免除申請書 

(2) 学生又は当該学生の学資を主として負担している者（以下「学資負担者」という。）の居住地

の市区町村長の所得証明書 

(3) その他本学において必要と認める書類 

（特別な事情による免除） 

第 7条 学生が次の各号のいずれかに該当する特別な事情により授業料を納付することが著しく困

難であると認められる場合は，当該理由の発生した日の属する期の翌期に納付すべき授業料の全

額又は半額を免除することができる。ただし，当該理由発生の時期が当該期の授業料の納付期限

以前であり，かつ，当該学生が当該期分の授業料を納付していないときは，当該期分の授業料の

全額又は半額を免除することができる。 

(1) 各期ごとの授業料の納期前6月以内（入学した日の属する期分の授業料の免除に係る場合は，

入学前 1 年以内）において学資負担者が死亡し，又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災

害（以下「災害」という。）を受けた場合 

(2) 前号に準ずる場合であって，本学が相当と認める理由があるとき。 

2 前項の規定により授業料の免除を受けようとする者は，各期ごとの所定の日までに次の書類をも

って申請しなければならない。 

(1) 授業料免除申請書 

(2) 学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の所得証明書 

(3) 学資負担者の死亡を証明する書類（学資負担者が死亡したことにより免除を受けようとする

者に限る。） 

(4) 学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の罹災証明書（災害を受けたことにより免除を受

けようとする者に限る。） 

(5) その他本学において必要と認める書類 

 

第 3章 授業料の徴収猶予及び月割分納 

（徴収猶予） 

第 8条 学生が次の各号のいずれかに該当する場合は，授業料の徴収を猶予することができる。 

(1) 経済的理由により納付期限までに授業料を納付することが困難であり，かつ，学業が優秀で

あると認められる場合 

(2) 行方不明の場合 

(3) 学生又は学資負担者が災害を受け，納付期限までに授業料を納付することが困難であると認

められる場合 

(4) その他やむを得ない事情により納付期限までに授業料を納付することが困難であると認めら

れる場合 

2 前項の規定により授業料の徴収猶予を受けようとする者は，各期ごとの所定の日までに次の書類

をもって申請しなければならない。 

(1) 授業料徴収猶予申請書 

(2) 学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の所得証明書 

(3) その他本学において必要と認める書類 

3 授業料の徴収猶予の期間は，前期分については 8 月末日まで，後期分については 2 月末日までと

する。  
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（月割分納） 

第 9 条 前条第 1 項第 1 号，第 3 号又は第 4 号に該当する場合であって，特別の事情のあるときは，

授業料を月割分納させることができる。 

2 前項の規定により授業料の月割分納をしようとする者は，各期ごとの所定の日までに次の書類を

もって申請しなければならない。 

(1) 授業料月割分納申請書 

(2) 学生又は学資負担者の居住地の市区町村長の所得証明書 

(3) その他本学において必要と認める書類 

3 授業料の月割分納額は，授業料の年額の 12 分の 1 に相当する額（以下「月割計算額」という。）

とし，毎月 5日までに納付するものとする。 

 

第 4章 許可の取消し 

（許可の取消し） 

第 10条 授業料の免除等を許可されている者が次の各号のいずれかに該当するときは，学長は，学 

生委員協議会の議を経て授業料の免除等の許可を取り消すことができる。 

(1) 授業料の免除等の理由が消滅したことが判明したとき。 

(2) 申請が虚偽の事実に基づくものであることが判明したとき。 

(3) 教学規則第 55条の 2に規定する懲戒処分を受けたとき。 

（許可を取り消された者に係る授業料） 

第 11条 前条の規定により授業料の免除等の許可を取り消された者は，次の各号に定める授業料を 

納付しなければならない。 

(1) 授業料の免除の許可を取り消された者は，月割計算額に，その許可を取り消された月からそ

の期の末月までの月数を乗じて得た額の授業料。ただし，申請が虚偽の事実に基づくものであ

ることが判明したことにより免除の許可を取り消された者は，当該期分の授業料 

(2) 授業料の徴収猶予の許可を取り消された者は，当該期分の授業料 

(3) 授業料の月割分納の許可を取り消された者は，未納の授業料 

 

第 5章 雑則 

（雑 則） 

第 12 条 この規程に定めるもののほか，授業料の免除等の取扱いに関し必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

この規程は，平成 16 年 4月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成 17 年 4月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成 19 年 4月 1 日から施行する。 
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附 則 

この規程は，平成 20 年 4月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成 20 年 7月 15 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，平成 23 年 4月 1 日から施行する。 

 

附 則 

この規程は，令和 2年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

1．この規程は，令和 3年 4月 1日から施行する。 

2．海事科学部が存続する間、改正後の第 3 条第 1 項中「海洋政策科学部」とあるのは「海洋政策

科学部及び海事科学部」と読み替えるものとする。 

 

172



４．関係施設の利用について 
 
(1) 大学会館「茅渟乃海（ちぬのうみ）会館」（深江キャンパス）利用案内 

大学会館は，学生や教職員などに多目的利用及び学生の自主的課外活動の発展を図ることを目的と

しています。施設の中には，集会室，食堂，売店（書籍）などがあります。 

 

① 使用上の注意 

イ. 開館時間 

午前 9時～午後 7時  

ロ. 休館日 

日曜日及び土曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日 

年末年始（12月 29 日～翌年 1月 4日） 

ただし，特別の場合はこの限りでない。  

ハ. 使用手続き 

1. 指定室（大集会室，中集会室，和室）を使用する場合は，所定の使用許可願を予め事務室

に提出して，許可を受けること。 

2. 使用許可願は，原則として使用日の 2週間前から受付をする。ただし，受付時間は午後 5

時までとする。 

3. 指定室の使用順位は，原則として使用許可願の受付順により決定する。 

ニ. 注意事項  

1. 会館内の清潔，整頓，美化及び保全に留意すること。 

2. 使用許可願に記載した目的以外に使用しないこと。 

3. 使用開始及び終了後は必ず事務室に届け出ること。 

4. 使用責任者は，戸締りその他使用後の清掃，後始末をすること。 

5. 火気の取扱いには十分注意し，使用については，事務担当者の指示を受けること。 

6. 会館内で掲示しようとするときは，事務室に届け出て，許可を受けること。 

また，所定の場所以外に掲示，貼紙をしないこと。  

7. 会館内の施設及び備品類を，無断で移動及び模様替えをしないこと。 

8. その他使用にあたっては，職員の指示に従うこと。 
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②  施設の概要 

イ.  

 

ロ. 食堂・売店 

 

(2) 海洋実習施設利用案内 

淡路島・南あわじ市の景勝地「慶野松原」に設けられた、海事に関する教育・研究、実習及び課外

活動等に使用するための施設です。 

① 申請方法 

(1) 施設の使用を希望する場合は，まず当施設に空室状況を電話またはメールにてお問い合わせく

ださい。 

(2) 使用日・使用人数が決まりましたら，所定の施設使用願及び使用者名簿に必要事項を記入の上，

使用日の 45 日前までに当施設へメールにてお申し込みください。また，当施設においてバーべキ

ューを行う場合は，所定のバーベキュー実施計画書もあわせてご提出ください。 

≪施設使用願のダウンロード≫ http://www.maritime.kobe-u.ac.jp/study/awaji.html 

(3) 使用が認められた場合は，施設の使用許可書を発行します。使用初日の入館時に，許可書のコ

ピーを施設内の所定の場所へ提出してください。 

(4) 使用料は前納となります。使用日の３営業日前までに所定の銀行振込依頼書によりご入金くだ

さい（※銀行振込依頼書は，使用許可書の発行からおよそ 14 日後に追って発送いたします）。 

なお，使用願提出後にキャンセルまたは使用人数の変更をする場合は，まず当施設に電話でご連絡

いただき，所定の施設使用取消・変更願及び使用者名簿に必要事項を記入の上，使用日の 14 日前

までに当施設へメールにてご提出ください。14 日前を過ぎてご連絡いただいた場合は，利用手続

階 別 名 称 備  考 

1 階 食 堂  

2 階 

共同談話室 休憩・懇談など 

和  室 6 畳 2室  茶会など 

売  店 文具，日用品雑貨，雑誌類，コピーサービス 

湯沸室  

3 階 

大集会室 ミーティング・研究会など 

中集会室 ミーティング・研究会など 

湯沸室  

施設 営業日 営業時間 備  考 

食堂 （月）～（金） 11:30～13:30 定食・カレーライス・うどん・ラーメン等 

売店 （月）～（金） 10:00～17:00 
文具・勉学機器・食品・日用雑貨・ コピー・

各種チケット・自動車教習所・書籍全般 
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きの都合上，使用料の全額をお支払いいただきますので，ご留意ください。また，一度ご入金され

ますと，料金の返還ができませんので，あわせてご留意ください。 

 

② 使用上の注意  

(1) 使用願に記載された方以外は使用できません。 

(2) 火気の取り扱いについて，次の事項を必ずお守りください。 

・宿泊用居室内で暖房用，炊事用等の火気を持ち込み及び使用しないこと。 

・館内での喫煙はしないこと。 

(3) 消防用設備等には，非常の場合以外は，手を触れないでください。 

(4) すべてセルフサービスとなりますので，使用者は室内外の整理整頓を心掛け，常に施設を清潔

に保つようにしてください。 

(5) 現金その他貴重品について，使用者の責任において管理してください。館内での貴重品の紛失

に関して，当施設では一切の責任を負いかねます。 

(6) 施設を使用した後，使用者は責任をもって後片付けしてください。 

(7) 禁止行為は次のとおりです。 

・生活の規律を乱し，他人に迷惑な行為をすること。 

・禁止した場所に無断で出入りすること。 

・指定した場所以外で飲食すること。 

・備品を許可なく，所定の場所以外に持ち出すこと。 

(8) 門限は午後 10 時，消灯は午後 11 時です。 

(9) 使用者が使用上の注意を守らず，また施設スタッフの指示に従わないときは，以後の使用を認

めません。 

(10) その他，細部の事項については，施設スタッフの指示に従ってください。 

 

【規  模】鉄筋コンクリート造  3 階建／建面積 968ｍ²／延面積 1,641ｍ² 

【主要設備】○本館： 

1 階：宿泊室（洋室 6室（ツイン）各室ユニットバス（トイレ）付），ミーティングル

ーム（1室），食堂・厨房（炊事用具一式，什器類一式），トイレ（男子用・女子用）  

2 階：宿泊室（洋室 6室（6人 1室），ミーティングルーム（1室），シャワー室・ラン

ドリー，トイレ（男子用・女子用）   

3 階：多目的室（1室），トイレ（男子用のみ） 

○附属屋：変電・ボイラー室，倉庫 

○艇庫：艇庫，倉庫 

 

(3) 体育館・野球場等体育施設 

深江地区キャンパスには，体育施設として次のように施設があります。  

体育館：バレーコート……………2面   バドミントンコート……4面 

バスケットコート………1面   卓  球  台………………5台 

ハンドボールコート……1面   （同時使用は出来ません）  

テニスコート：4面 
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野球場 

運動場：サッカー，ラグビー，アメリカンフットボール 

（同時使用は出来ません） 

プール：25m プール 

艇  庫：カッター・カヌー・ヨット 

 

(4) 学生寮について 

住吉寮（男子），住吉国際学生宿舎（男子・女子），白鴎寮（男子・女子），国維寮（男子・女子），

女子寮の 5つの寮を設置している。なお，入寮は原則として入学時であるが，詳細については学務部

学生支援課へ問い合わせること。 
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Ⅶ．附 属 図 書 館 等 





１．神戸大学附属図書館海事科学分館利用案内 

 

最新の情報は附属図書館ホームページ https://lib.kobe-u.ac.jp/ でご確認ください。 

 

(1) 開館時間  

 月   ～   金 土 日   ・   祝 

通常期 8:45～19:00 休   館 休   館 

試験期 8:45～19:00 10:45～17:00 休   館 

春季・夏季・冬季休業期 8:45～17:00 休   館 休   館 

 

(2) 休館日 

① 土曜日・日曜日 

② 「国民の祝日に関する法律」に規定する休日 

③ 夏季一斉休業日（8 月 12 日～16 日の内，土曜日・日曜日を除く 3 日間） 

  ④ 年末年始（12 月 28 日から 1月 4日まで） 

 

※臨時休館については掲示等でお知らせします。 

※最新の開館状況は以下の海事科学分館のページでご確認ください。  

附属図書館トップページ > 附属図書館について or 学内図書館一覧 > 海事科学分館 

 

(3) 施設案内  

<1F>  

○ 学生自習室 

自学自習に利用してください。 

 

○ グループ学習室  

少人数での学習に利用してください。完全予約制で１か月前から予約を受け付けています。 

 

○ コイン式コピー機  

コピーのために設置しています。必ず「文献複写申込書」に必要事項を記入し提出してくだ

さい。 

 

○ ロビー 

学習や読書の合間におくつろぎください。 

 

<2F> 

○ 入場ゲート  

入館の際には学生証（磁気式）が必要です。忘れた場合はカウンターへお申し出ください。

磁気式の学生証をお持ちでない方は図書館利用証を発行しますので，学生証をご持参の上，
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カウンターへお申し出ください。 

スマートフォンで附属図書館ホームページにログインして，表示されるバーコードをかざし

て入館していただくことも可能です。 

 

○ カウンター 

図書館サービスの窓口として図書の貸出・返却業務，レファレンス・サービス等を行います。

図書館の利用等についてご遠慮なくお尋ねください。 

 

○ オンライン蔵書目録（OPAC=Online Public Access Catalog）専用端末 

本学で所蔵している資料等を検索するための専用端末があります。 

 

○ 閲覧室 

利用度の高い資料，比較的新しく刊行された資料が配架されています。 

開架図書……専門書から教養書までできるだけ広範囲に収集しており，自由に閲覧・貸出が

できます。なお，英語多読図書，シラバス掲載図書等は別置しています。 

参考図書……各種辞（事）典，年鑑，地図，統計等，調べもののための図書です。 

雑  誌……学術雑誌，一般雑誌が約 100 タイトル配架されており，自由に閲覧できます。 

最新号を除き１週間の貸出ができます。 

新  聞……神戸新聞，日刊工業新聞，Japan Times，日本海事新聞，包装タイムスの当月分

を置いています。 

 

○ PC の利用 

ノート PCを持ち込んで学内無線 LAN に接続することができます。また教育用端末（iMac）を

13 台設置しています。 

 

○ AV ブース 

ビデオテープ，CD，DVD 等の再生機器を設置しています。このブースで利用できる AV 資料は，

原則として図書館所蔵のものに限ります。利用したい場合はカウンターまでお申し出くださ

い。 

 

○ 書庫 1 

図書を配架しています。ここの図書も貸出ができます。鞄や荷物の持ち込みはできません。

コイン式ロッカーをご利用ください。 

 

○ 書庫 2 

雑誌のバックナンバー及び各大学の紀要等を配架しています。最新号を除き１週間の貸出が

できます。鞄や荷物の持ち込みはできません。コイン式ロッカーをご利用ください。 

 

(4)  閲覧と貸出 

① 館内閲覧 
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閲覧室でも書庫でも，図書は自由に手にとって選ぶことができます。利用後は図書の配列を

乱さないようラベルを見て，元の位置へ正しく戻してください。戻す位置がわからない場合は

カウンターの係員に返却してください。 

 

② 館外貸出  

a．貸出 

貸出を希望する図書・雑誌に学生証を添えてカウンターの係員に提出してください。バ

ーコードのない未製本雑誌の場合は雑誌貸出カードに誌名等を記入してください。なお，

図書の貸出には自動貸出装置も利用できます。  

b．返却 

貸出の際，しおりに返却日を記入（自動貸出装置の場合はレシートに印字）しますので，

この期限内にカウンターか玄関脇にあるブックポストへ返却してください。 遅れた場合は

返却するまで学内全館で貸出停止になりますので注意してください。返却期限は附属図書

館ホームページの「アカウントサービス」>「貸出・デリバリー・予約状況」からオンライ

ンでも確認できます。 

c．図書と雑誌の貸出冊数，貸出期間 

身  分 冊  数 期  間 

学部生   1～3年生 10 冊まで 2 週間 

4 年生 10 冊まで 1 か月 

大学院生，教職員等 20 冊まで 1 か月 

研究生，聴講生は，身分によって上記のいずれかになります。 

※雑誌の貸出期間は，1週間です。（最新号は貸出できません） 

d．貸出期間の延長  

貸出中の図書について，返却期限内であれば，他の利用者の予約がない場合に限り貸出

期間の延長が可能です。附属図書館ホームページの「アカウントサービス」からオンライ

ンでも延長できます。カウンターまたは自動貸出装置で延長をされる場合は，学生証と借

りている資料をお持ちください。 

e．予約・取寄せ  

オンライン蔵書目録(OPAC)から，貸出中の図書に対する予約や学内の他の図書館にある

図書の取寄せ（デリバリー）ができます。図書の用意ができましたらメールまたは電話で

お知らせしますので，貸出手続きをしてください。 

 

(5)  図書館資料の探し方 

図書は，原則として，テーマ毎にまとめられて書架に並んでいます。 

図書の場所は，請求記号という番号で示されています。請求記号は，オンライン蔵書目録（OPAC）

で調べることができます。 

① オンライン蔵書目録（OPAC=Online Public Access Catalog） 

神戸大学が所蔵している資料を調べることができます。 

●利用時間・場所 

研究室や個人の PC，スマートフォンから附属図書館ホームページに 24 時間アクセスでき
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ます。 

●検索語 

・書名，著者の姓，名，件名（主題を表すことば），シリーズ名，出版社等から検索でき

ます。 

・洋資料はアルファベットで，和資料はひらがな，カタカナ，漢字での入力が可能です。 

・「○○について書かれた図書で，最近△年間に出版された図書」等検索条件を細かく指

定することができます。 

・入力文字の末尾に「＊」をつけて前方一致検索をすることもできます。 

●検索結果 

・図書資料と雑誌資料が同時に検索結果として表示されます。検索結果のメール送信やフ

ァイル出力もできます。 

・全集等のシリーズ資料の場合は，シリーズ内容を表示することができます。 

・各資料の詳細情報により，配架場所や貸出状況を確認してください。 

・貸出中の図書は画面から予約することができます。 

② 附属図書館ホームページの利用 

●資料検索 

・所蔵検索 

オンラインで神戸大学所蔵の図書・雑誌の所蔵状況・貸出状況がわかります。また，貸

出中図書の予約や学内図書の取寄せの申込ができます。新着図書等最新登録情報も掲載

しています。さらに，他大学図書館，公共図書館，国立国会図書館，海外の図書館資料

の検索ができます。 

・論文検索・電子ジャーナル，データベース一覧 

学術雑誌や電子ジャーナルに掲載されている論文，種々のデータベースを検索できます。

論文によっては抄録や本文の閲覧ができます。 

・資料の探し方等の講習会資料や「情報基礎」（全学共通授業科目）の図書館関連回のテキ

ストも見ることができます。 

●「アカウントサービス」 

次のようなサービスをオンラインで利用できます。情報基盤センターから配布された ID

とパスワードが必要です。 

・貸出・デリバリー・予約状況照会 

・貸出期間延長 

・学生希望図書リクエスト（当館の選定基準に沿って選定します） 

・文献複写・現物貸借申込（有料） 

●「コレクション」>「デジタルアーカイブ」 

「震災文庫」「新聞記事文庫」「住田文庫」，博士学位論文等の「学内研究成果」をはじめ，

様々な資料をデジタル化し，Web 上で学内外に提供しています。2006 年からは「学術成果

リポジトリ」事業を開始し，本学研究者等の教育・研究成果情報を蓄積・公開しています。 

 

(6)  その他 

① AV 資料 
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AV（AudioVisua1）資料もオンラインで検索できますが，AV 資料コーナーで直接現物を手に

とって確かめることもできます。 

館内には再生機器類を設置しています。カウンターで申し込んで利用してください。 

② レファレンス・サービス 

・この図書があるか 

・この文献を手に入れるにはどうすればよいか 

・この問題について調べたいが，どんな資料を見ればよいか 等， 

遠慮なくカウンター係員におたずねください。 

③ メールの設定  

図書館からの連絡は原則として情報基盤センターのメインメールアドレス（学籍番号のアド

レス）へ通知されます。  

必要に応じて、附属図書館ホームページの「アカウントサービス」で他のメールアドレスの

登録，または情報基盤センターホームページで個人の PCやスマートフォンのメールアドレスへ

の転送設定をしてください。 
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２．研究科海事博物館概要 
 

ホームページ  http://www.museum.maritime.kobe-u.ac.jp/ 

(1）目的 

海事博物館は，広く海事に関する参考資料を収蔵・展示して教育及び研究の資に供し，あわせて海

事の啓発に寄与することを目的としています。 

 

(2）開館，休館 

イ．開館時間 

月・水・金曜日 13:30～16:00 入館無料  

口．休館日 

火・木・土，日曜日，国民の祝日，夏季一斉休業（お盆の前後），年末年始 

 

(3）見学申込み（開館日は自由） 

休館日に見学を希望する場合は，月・水・金の午後（13:30～17:00）の間，事前に海事博物館事務

室（078-431-3564）にお問い合わせください。 

 

(4）運営，施設 

海事科学研究科正門を入って右側（西）の「海事博物館・講堂」建物の 1階部分にあり，昭和 33 年

5 月に海事参考館として開設，昭和 42年には海事資料館に，さらに平成 16年 10 月 1日に海事博物館

へと名称を改めました。和船をはじめとする海事関連資料約４万点を所蔵するユニークな大学の博物

館です。 

 

(5）主な展示資料（ただし企画展示により異なる場合がある。）  

和船模型 和船部分実物 帆船模型 鋼船模型 鋼船構造模型 レシプロエンジン模型 くり船

実物 和船錨 和船関係航路図 御座船図 扉風 引札（船会社広告ビラ） 絵馬 航海用具（遠

眼鏡，逆針磁石，クロノメータ，四分儀・六分儀・八分儀） 船名額 船ダンス 船大工道具 船

板図 船首像 ボトルシップ 各種文献 山田早苗コレクション 仲島忠治郎コレクション等 
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